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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則第14号

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県育英奨学資金貸与規則 (昭和35年鳥取県教育委員会規則第５号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号 (以下 ｢移動条等｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号 (以下 ｢移動後条等｣ という｡) が存在する場

合には､ 当該移動条等を当該移動後条等とし､ 移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には､ 当該移

動条等 (以下 ｢削除条等｣ という｡) を削り､ 移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には､ 当該移

動後条等 (以下 ｢追加条等｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び削除条等を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (号の表示及び追加条等を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡)

が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場

合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加え

る｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡
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改 正 後 改 正 前

(目的)

第１条 この規則は､ 県内に住所を有する者の子等で

高等学校若しくは高等専門学校 (以下 ｢高等学校等｣

という｡) 又は大学 (大学に相当する外国の学校の

うち教育委員会が認めるものを含む｡) 若しくは修

業年限が２年以上の専修学校の専門課程 (以下 ｢大

学等｣ という｡) に在学するもののうち､ 経済的理

由により修学が困難である者に対して､ 育英奨学資

金を貸与し､ もって有用な人材を育成することを目

的とする｡

(育英奨学資金の種類)

第１条の２ 育英奨学資金 (以下 ｢奨学資金｣ という｡)

の種類は､ 高等学校等奨学資金及び大学等奨学資金

とする｡

(奨学資金の貸与)

第２条 奨学資金は､ 次の各号に掲げる区分に応じ､

当該各号に定める要件を備えている者に対して貸与

するものとする｡

(１) 高等学校等奨学資金 次に掲げる要件

ア 高等学校等に在学する者であること｡

イ 修学に対する意欲があり､ 性行が正しいこと｡

ウ 経済的理由により修学が困難であると認めら

れること｡

エ 他から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

けていないこと｡

オ 奨学資金の貸与を受けることとなる日の１年

前から､ 引き続き県内に住所を有する者と生計

(目的)

第１条 この規則は､ 県内に住所を有する者の子等で

大学又は専修学校の専門課程 (修業年限が２年以上

のものに限る｡ 以下同じ｡) に在学するもののうち､

経済的理由により修学が困難である者に対して､ 育

英奨学資金を貸与し､ もって有用な人材を育成する

ことを目的とする｡

(奨学資金の貸与)

第２条 育英奨学資金 (以下 ｢奨学資金｣ という｡)

は､ 次に掲げる要件を備えている者に対して貸与す

るものとする｡

(１) 大学 (大学に相当する外国の学校のうち教育

委員会が認めるものを含む｡) 又は専修学校の専

門課程 (以下 ｢大学等｣ という｡) に在学する者

であること｡

(２) 特に学業に優れ､ 性行が正しいこと｡

(３) 経済的理由により修学が困難であると認めら

れること｡

(４) 他から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

けていないこと｡

(５) 奨学資金の貸与を受けることとなる日の１年

前から､ 引き続き県内に住所を有する者と生計を

同じくしていること｡
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を同じくしていること｡

(２) 大学等奨学資金 次に掲げる要件

ア 大学等に在学する者であること｡

イ 特に学業に優れ､ 性行が正しいこと｡

ウ 経済的理由により修学が困難であると認めら

れること｡

エ 他から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

けていないこと｡

オ 奨学資金の貸与を受けることとなる日の１年

前から､ 引き続き県内に住所を有する者と生計

を同じくしていること｡

(奨学資金の額)

第３条 奨学資金の額は､ 次の表に掲げるとおりとす

る｡

(貸与の期間)

第４条 奨学資金を貸与する期間は､ 奨学資金の貸与

を受けることとなった月から高等学校等又は大学等

の正規の修業年限の終了する月までとする｡

(高等学校等奨学資金の貸与の申請)

第４条の２ 高等学校等奨学資金の貸与の申請は､ 高

等学校等の在学時に行うものとする｡

第４条の３ 高等学校等奨学資金の貸与を受けようと

する者は､ 鳥取県高等学校等奨学資金貸与申請書

(別記様式第１号) に､ 次に掲げる書類を添付して､

在学高等学校等の長を経由して､ 教育委員会に提出

しなければならない｡

(１) 鳥取県高等学校等奨学資金貸与推薦書 (別記

様式第１号の２)

(２) その者の属する世帯の所得を証する書類

(３) その他教育委員会が必要と認める書類

(大学等奨学資金の貸与の申請)

第５条 大学等奨学資金の貸与の申請は､ 高等学校在

(奨学資金の額)

第３条 奨学資金の額は､ 次の表に掲げるとおりとす

る｡

(貸与の期間)

第４条 奨学資金を貸与する期間は､ 奨学資金の貸与

を受けることとなった月から大学等の正規の修業年

限の終了する月までとする｡

(奨学資金の貸与の申請)

第５条 奨学資金の貸与の申請は､ 高等学校在学時申

区 分 金 額

高等学校等

奨 学 資 金

自宅から通学し

ている場合

国立又は公立 月額 18,000円

私立 月額 30,000円

自宅以外から通

学している場合

国立又は公立 月額 23,000円

私立 月額 35,000円

大 学 等

奨学資金

国立又は公立 月額 42,000円

私立 月額 51,000円

区 分 金 額

国立又は公立の大学等 月額 42,000円

私立の大学等 月額 51,000円
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学時申請と大学等在学時申請に区分して行うものと

し､ 当該申請に係る資格を有する者は､ それぞれ次

に定めるとおりとする｡

(１)及び(２) 略

第５条の２ 大学等奨学資金の貸与を受けようとする

者のうち前条第１号の規定に該当する者は､ 鳥取県

大学等奨学資金貸与申請書 (高等学校在学時申請用)

(別記様式第１号の３) に､ 次に掲げる書類を添付

して､ 在学高等学校の長を経由して､ 教育委員会に

提出しなければならない｡

(１) 鳥取県大学等奨学資金貸与推薦書 (別記様式

第２号)

(２)及び(３) 略

２ 教育委員会は､ 前項の申請書の提出があった場合

においては､ その内容を審査し､ 将来大学等奨学資

金を貸与することが適当と認めたときは､ 当該申請

書を大学等奨学資金貸与予定者 (以下 ｢貸与予定者｣

という｡) として決定するものとする｡

３及び４ 略

５ 貸与予定者は､ 大学等に入学したときは､ 直ちに

鳥取県大学等奨学資金貸与予定者進学届出書 (別記

様式第３号) に在学証明書その他教育委員会が必要

と認める書類を添付して教育委員会に提出しなけれ

ばならない｡

第５条の３ 大学等奨学資金の貸与を受けようとする

者のうち第５条第２号の規定に該当する者は､ 鳥取

県大学等奨学資金貸与申請書 (大学等在学時申請用)

(別記様式第４号) に､ 次に掲げる書類を添付して､

出身高等学校の長を経由して､ 教育委員会に提出し

なければならない｡ ただし､ 高等学校を卒業しない

で大学等に入学した者については､ 当該申請書に第

２号から第４号までに掲げる書類を添付して教育委

員会に提出するものとする｡

(１) 鳥取県大学等奨学資金貸与推薦書

(２)～(４) 略

(奨学資金の貸与の決定及び通知)

第５条の５ 教育委員会は､ 第４条の３若しくは第５

条の３の規定による申請書又は第５条の２第５項の

規定による届出書の提出があった場合においては､

その内容を審査し､ 奨学資金を貸与することが適当

と認めたときは､ 貸与の決定をし､ その旨を本人に

請と大学等在学時申請に区分して行うものとし､ 当

該申請に係る資格を有する者は､ それぞれ次に定め

るとおりとする｡

(１)及び(２) 略

第５条の２ 奨学資金の貸与を受けようとする者のう

ち前条第１号の規定に該当する者は､ 鳥取県育英奨

学資金貸与申請書 (別記様式第１号) に､ 次に掲げ

る書類を添付して､ 在学高等学校の長を経由して､

教育委員会に提出しなければならない｡

(１) 鳥取県育英奨学資金貸与推薦書 (別記様式第

２号)

(２)及び(３) 略

２ 教育委員会は､ 前項の申請書の提出があった場合

においては､ その内容を審査し､ 将来奨学資金を貸

与することが適当と認めたときは､ 当該申請書を奨

学資金貸与予定者 (以下 ｢貸与予定者｣ という｡)

として決定するものとする｡

３及び４ 略

５ 貸与予定者は､ 大学等に入学したときは､ 直ちに

鳥取県育英奨学資金貸与予定者進学届出書 (別記様

式第３号) に在学証明書その他教育委員会が必要と

認める書類を添付して教育委員会に提出しなければ

ならない｡

第５条の３ 奨学資金の貸与を受けようとする者のう

ち第５条第２号の規定に該当する者は､ 鳥取県育英

奨学資金貸与申請書に､ 次に掲げる書類を添付して､

出身高等学校の長を経由して､ 教育委員会に提出し

なければならない｡ ただし､ 高等学校を卒業しない

で大学等に入学した者については､ 当該申請書に第

２号から第４号までに掲げる書類を添付して教育委

員会に提出するものとする｡

(１) 鳥取県育英奨学資金貸与推薦書

(２)～(４) 略

(奨学資金の貸与の決定及び通知)

第５条の５ 教育委員会は､ 第５条の２第５項の規定

による届出書又は第５条の３の規定による申請書の

提出があった場合においては､ その内容を審査し､

奨学資金を貸与することが適当と認めたときは､ 貸

与の決定をし､ その旨を本人に通知するものとする｡
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通知するものとする｡

(奨学資金の取りやめ及び辞退)

第９条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するとき

は､ 奨学資金の貸与を取りやめる｡

(１)及び(２) 略

(３) 高等学校等奨学資金の貸与を受けている者に

あっては､ 修学に対する意欲が欠け､ 又は性行が

不良となったとき｡

(４) 大学等奨学資金の貸与を受けている者にあっ

ては､ 学業成績又は性行が不良となったとき｡

(５) 他から同種類の奨学資金を貸与又は給与を受

けるに至ったとき｡

(６) 略

２ 略

(奨学資金の返還)

第11条 奨学資金は無利子とし､ 貸与期間の終了した

月の翌月から起算して６月を経過した後､ 高等学校

等奨学資金にあっては15年以内､ 大学等奨学資金に

あっては20年以内に､ 年賦､ 半年賦又は月賦の方法

で返還しなければならない｡ ただし､ 奨学資金は､

いつでも繰り上げて返還することができる｡

２及び３ 略

(奨学資金の返還猶予)

第12条 奨学生であった者が､ 進学､ 災害､ 傷病､ 失

業その他特別の理由により奨学資金の返還が困難と

なった場合は､ 相当の期間､ その返還を猶予するこ

とができる｡

２及び３ 略

(奨学資金の返還免除)

第13条 奨学資金の返還に係る債務の免除については､

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例 (昭和

44年鳥取県条例第35号) の定めるところによる｡

２及び３ 略

(奨学資金の取りやめ及び辞退)

第９条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するとき

は､ 奨学資金の貸与を取りやめる｡

(１)及び(２) 略

(３) 学業成績又は性行が不良となったとき｡

(４) 他から同種類の奨学金を貸与又は給与を受け

るに至ったとき｡

(５) 略

２ 略

(奨学資金の返還)

第11条 奨学資金は無利子とし､ 貸与期間の終了した

月の翌月から起算して６月を経過した後20年以内に､

年賦又は半年賦の方法で返還しなければならない｡

ただし､ 奨学資金は､ いつでも繰り上げて返還する

ことができる｡

２及び３ 略

(奨学資金の返還猶予)

第12条 奨学生であった者が､ 進学､ 疾病､ その他特

別の理由により奨学資金の返還が困難となった場合

は､ 相当の期間､ その返還を猶予することができる｡

２及び３ 略

(奨学資金の返還免除)

第13条 奨学資金の返還に係る債務の免除については､

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例 (昭和

44年10月鳥取県条例第35号) の定めるところによる｡

２及び３ 略



第２条 鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を次のように改正する｡

別記様式第１号を次のように改める｡

別記様式第１号 (第４条の３関係)

(表)
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鳥取県高等学校等奨学資金貸与申請書

フ リ ガ ナ

申請者氏名

住

所

郵便番号

電話番号 ( ) －生 年 月 日 年 月 日生

在 学 高 等

学 校 等 名
立

高 等 学 校
課程 科 第 学年

高等専門学校

生

計

を

一

に

す

る

家

族

及

び

そ

の

所

得

就

学

者

を

除

く

家

族

続柄 氏 名 年齢
所得等の

種 類

収入金額 (税込)

・売上高

所得 (利益) 金額

(税込)

就

学

者

続柄 氏 名 設置者別 学 校 種 類 別 学 年
通学別 (小・中

を除く｡)

本人

※国・公・

私立 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外



(裏)

備考

１ ※印は､ 該当のものを○で囲むこと｡

２ ｢生計を一にする家族及びその所得｣ の欄は､ 主たる家計支持者に○印､ 別居者に×印を付けること｡

３ ｢家庭事情｣ の欄の (３) から (６) までに該当する場合は､ その事由を証する書類を添付すること｡
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家

庭

事

情

特 別 の 事 情
該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)
特 別 の 事 情

該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)

(１) 一人親世帯 (５)
主たる家計支持者が

別居している世帯

(２) 就学者のいる世帯 (６) 災害を受けた世帯

(３) 障害者のいる世帯 (７)
父母以外の所得が

ある世帯

(４) 長期療養者のいる世

帯
(８)

その他特別な事情

がある世帯

(上記に該当する世帯にあっては､ その事情､ 状況等を具体的に記載すること｡)

上記のとおり記載事項に相違ありませんので､ 鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定により､ 高等学校等

奨学資金の貸与を申請します｡

年 月 日

鳥取県教育委員会 様

申 請 者 氏名 印〇

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生



別記様式第１号の次に次の２様式を加える｡

別記様式第１号の２ (第４条の３関係)

備考 ※印は､ 該当のものを○で囲むこと｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日�

職 印

鳥取県高等学校等奨学資金貸与推薦調書

氏 名

在学高等学校等名

修学に対する意欲の判定 ※ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ

推

薦

所

見

上記の者は､ 高等学校等奨学資金の貸与を受ける者として､ 適当であると認め推薦します｡

年 月 日

高等学校長 氏名

鳥取県教育委員会 様



別記様式第１号の３ (第５条の２関係)

(表)

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 �

鳥取県大学等奨学資金貸与申請書 (高等学校在学時申請用)

フ リ ガ ナ

申請者氏名

住

所

郵便番号

電話番号 ( ) －生 年 月 日 年 月 日生

在 学 高 等

学 校 名
立

高 等 学 校
課程 科 第 学年

分 校

進 学 予 定

学校の種別
※ 大 学 ・ 専修学校

生

計

を

一

に

す

る

家

族

及

び

そ

の

所

得

就

学

者

を

除

く

家

族

続柄 氏 名 年齢
所得等の

種 類

収入金額 (税込)

・売上高

所得 (利益) 金額

(税込)

就

学

者

続柄 氏 名 設置者別 学 校 種 類 別 学 年
通学別 (小・中

を除く｡)

本人

※国・公・

私立 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外



(裏)

備考

１ ※印は､ 該当のものを○で囲むこと｡

２ ｢生計を一にする家族及びその所得｣ の欄は､ 主たる家計支持者に○印､ 別居者に×印を付けること｡

３ ｢家庭事情｣ の欄の (３) から (６) までに該当する場合は､ その事由を証する書類を添付すること｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

家

庭

事

情

特 別 の 事 情
該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)
特 別 の 事 情

該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)

(１) 一人親世帯 (５)
主たる家計支持者が

別居している世帯

(２) 就学者のいる世帯 (６) 災害を受けた世帯

(３) 障害者のいる世帯 (７)
父母以外の所得が

ある世帯

(４) 長期療養者のいる世

帯
(８)

その他特別な事情

がある世帯

(上記に該当する世帯にあっては､ その事情､ 状況等を具体的に記載すること｡)

上記のとおり記載事項に相違ありませんので､ 鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定により､ 大学等奨学

資金の貸与を申請します｡

年 月 日

鳥取県教育委員会 様

申 請 者 氏名 印〇

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生



別記様式第２号中 ｢鳥取県育英奨学資金貸与推薦調書｣ を ｢鳥取県大学等奨学資金貸与推薦調書｣ に､ ｢鳥

取県育英奨学資金の｣ を ｢大学等奨学資金の｣ に改める｡

別記様式第３号中 ｢鳥取県育英奨学資金貸与予定者進学届出書｣ を ｢鳥取県大学等奨学資金貸与予定者進学届

出書｣ に改める｡

別記様式第４号を次のように改める｡

別記様式第４号 (第５条の３関係)

(表)

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 ��

生

計

を

一

に

す

る

家

族

及

び

そ

の

所

得

就

学

者

を

除

く

家

族

続柄 氏 名 年齢
所得等の

種 類

収入金額 (税込)

・売上高

所得 (利益) 金額

(税込)

就

学

者

続柄 氏 名 設置者別 学 校 種 類 別 学 年
通学別 (小・中

を除く｡)

本人

※国・公・

私立

(学校名)

学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

※国・公・

私立

※小・中・高・高専

大・専修 (高・専) 学年

※自宅・自宅外

鳥取県大学等奨学資金貸与申請書 (大学等在学時申請用)

フ リ ガ ナ

申請者氏名

住

所

郵便番号

電話番号 ( ) －生 年 月 日 年 月 日生

学 校 名 等

(修業期間)
年 月 日

～
年 月 日

他の奨学金の

貸与・給付の

有 無

※

有 ・ 無
学校所在地

学校設置者

出 身

高等学校等
立

高等学校

年 月卒業

年 月

大学入学資格検定合格



(裏)

備考

１ ※印は､ 該当のものを○で囲むこと｡

２ ｢生計を一にする家族及びその所得｣ の欄は､ 主たる家計支持者に○印､ 別居者に×印を付けること｡

３ ｢家庭事情｣ の欄の (３) から (６) までに該当する場合は､ その事由を証する書類を添付すること｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

家

庭

事

情

特 別 の 事 情
該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)
特 別 の 事 情

該当欄 (該当する欄

に○を付けること｡)

(１)一人親世帯 (５)
主たる家計支持者が

別居している世帯

(２)就学者のいる世帯 (６)災害を受けた世帯

(３)障害者のいる世帯 (７)
父母以外の所得があ

る世帯

(４)長期療養者のいる世

帯
(８)

その他特別な事情が

ある世帯

(上記に該当する世帯にあっては､ その事情､ 状況等を具体的に記載すること｡)

上記のとおり記載事項に相違ありませんので､ 鳥取県育英奨学資金貸与規則の規定により､ 大学等奨学

資金の貸与を申請します｡

年 月 日

鳥取県教育委員会 様

申 請 者 氏名 印〇

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生

連帯保証人 氏名 印〇

住所

本人との続柄 ( ) 年 月 日生



別記様式第６号中 を

に改める｡

別記様式第８号中

を に､ ｢又は半年賦｣

を ｢､ 半年賦又は月賦のうち｣ に改める｡

別記様式第９号中 ｢疾病｣ を ｢傷病｣ に改める｡

附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 平成14年４月１日から施行する｡

(経過措置)

２ この規則の施行の際現に貸し付けられている第１条の規定による改正前の鳥取県育英奨学資金貸与規則第２

条に規定する奨学資金は､ 第１条の規定による改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第１条の２の大学等奨学

資金とみなす｡

社会教育主事の資格認定に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則第15号

社会教育主事の資格認定に関する規則の一部を改正する規則

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 ��

学校名等

※国・公・私立

※大学・専修学校

※昼間部・夜間部

大学・学校
学 部

第 学年
学 科

( 年制)

学校名等

｢ ｢

｣

｣

返

還

賦

金

年 賦

(最終返還額)

十 万 千 百 十 円 返

還

期

日

第１回 年 月 日

以降毎年同日

半 年 賦

(最終返還額)

第１回 年 月 日

以降 月 日と 月 日

｢

｣

返

還

賦

金

年 賦

(最終返還額)

十 万 千 百 十 円

返

還

期

日

第１回 年 月 日

以降毎年同日

半 年 賦

(最終返還額)

第１回 年 月 日

以降 月 日と 月 日

月 賦

(最終返還額)

第１回 年 月 日

以降毎月同日

｢

｣



第１条 社会教育主事の資格認定に関する規則 (昭和36年鳥取県教育委員会規則第９号) の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

第２条 社会教育主事の資格認定に関する規則の一部を次のように改正する｡

別記第２号様式を次のように改める｡

別記第２号様式

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

改 正 後 改 正 前

(資格)

第２条 法第９条の５の規定による社会教育主事の講

習を修了した者 (法第９条の４第１号及び第２号に

掲げる者を除く｡) で､ 次の各号のいずれかに該当

するものは､ 社会教育主事の資格について､ 鳥取県

教育委員会 (以下 ｢教育委員会｣ という｡) の認定

を受けることができる｡

(１) 法第９条の４第１号イ及びロに規定する職並

びに同号ハに規定する業務並びに同条第２号に規

定する職に在職した期間及び従事した期間が通算

して４年以上になる者で､ 社会教育に関する専門

的事項についての教養と経験を有するもの

(２) 略

(資格)

第２条 法第９条の５の規定による社会教育主事の講

習を修了した者 (法第９条の４第１号及び第２号に

掲げる者を除く｡) で､ 次の各号のいずれかに該当

するものは､ 社会教育主事の資格について､ 鳥取県

教育委員会 (以下 ｢教育委員会｣ という｡) の認定

を受けることができる｡

(１) 法第９条の４第１号又は第２号に規定する職

を４年以上経験している者で､ 社会教育に関する

専門的事項についての教養と経験を有するもの

(２) 略

履 歴 書
ふり が な

氏 名
性
別 生年月日 年 月 日

旧 氏 名 現

住

所改姓年月日 年 月 日

最 終 学 歴

学 校 名

学部学科名

修 学 期 間 年 月 ～ 年 月 卒業・修了・中退・在学中

試験及び資格

種 類 取 得 年 月 日 実施又は授与機関

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



記載注意

１ 法第９条の４第１号イ及びロに規定する職並びに同号ハに規定する業務並びに同条第２号に規定す

る職に在職した期間及び従事した期間が通算して４年に満たない者であって､ 大学に２年以上在学し

た者にあっては､ 大学の成績証明書を添付すること｡

２ 試験及び資格欄には､ 従事しようとする職に必要な試験及び資格を記載すること｡

３ 数字は､ すべて算用数字とすること｡

４ 欄が不足する場合は､ 用紙を補正してよいこと｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則第16号

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則 (昭和52年鳥取県教育委員会規則第３号) の一部を次のように

改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り､ 同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 ��

勤務記録 (任命権者の勤務証明書を添付すること｡)

所 属 名 職 名 在 職 期 間 実際に従事した職務の内容

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

社会教育関係団体等での活動経歴 (団体等の活動経歴証明書を添付すること｡)

所 属 名 職 名 活 動 期 間 実際に従事した活動の内容

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

改 正 後 改 正 前

(職員の種類及び職)

第５条 略

(職員の種類及び職)

第５条 略

社会教育主事講習 (修了証

書の写しを添付すること｡)

受 講 年 月 日 実 施 機 関

年 月 日～ 年 月 日



附 則

この規則は､ 平成14年４月１日から施行する｡

鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

２ 青年の家の職員の職は､ 所長､ 次長､ 係長､ 主任､

専門指導員及び主事とする｡

(使用料の減免)

第13条 青年の家の使用料の減免を受けようとする者

は､ 様式第３号による減免申請書を教育委員会に提

出しなければならない｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立大山青年の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印〇

鳥取県立大山青年の家の使用料を減免していただき

たいので､ 次のとおり申請します｡

備考 略

２ 青年の家の職員の職は､ 所長､ 次長､ 係長､ 主任

及び主事とする｡

(使用料の減免)

第13条 青年の家の使用料の減免を受けようとする者

は､ 様式第３号による減免申請書を教育委員会に提

出しなければならない｡ ただし､ 県立学校の授業料

等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関する

規則 (昭和52年３月鳥取県規則第15号) 第２条の表

鳥取県立大山青年の家の項減免事由の欄第３号に定

める事由により使用料の減免を受けようとする者に

あっては､ この限りでない｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立大山青年の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印〇

鳥取県立大山青年の家の使用料を減免していただき

たいので､ 次のとおり申請します｡

備考 略

利用目的
利用期間 年 月 日 時から 年 月 日 時まで

利用者

区分

性別
青 年

引率者･

講師等

その他

の者
計

利用目的
利用期間 年 月 日 時から 年 月 日 時まで

利用者

区分

性別

高等学校

の 生 徒

一 般 人
計

青 年
引率者･

講師等

その他

の者

男 人 人 人 人

女 人 人 人 人

計 人 人 人 人

減免を必要と

す る 理 由

男 人 人 人 人 人

女 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人

減免を必要と

す る 理 由



平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則第17号

鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則 (昭和52年鳥取県教育委員会規則第４号) の一部を次の

ように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り､ 同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 ��

改 正 後 改 正 前

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 少年自然の家の職員の職は､ 所長､ 次長､ 係長､

主任､ 専門指導員及び主事とする｡

(使用料の減免)

第13条 少年自然の家の使用料の減免を受けようとす

る者は､ 様式第３号による減免申請書を教育委員会

に提出しなければならない｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印〇

鳥取県立船上山少年自然の家の使用料を減免してい

ただきたいので､ 次のとおり申請します｡

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 少年自然の家の職員の職は､ 所長､ 次長､ 係長､

主任及び主事とする｡

(使用料の減免)

第13条 少年自然の家の使用料の減免を受けようとす

る者は､ 様式第３号による減免申請書を教育委員会

に提出しなければならない｡ ただし､ 県立学校の授

業料等及び県営社会体育施設等の使用料の減免に関

する規則 (昭和52年３月鳥取県規則第15号) 第２条

の表鳥取県立船上山少年の家の項減免事由の欄第３

号に定める事由により使用料の減免を受けようとす

る者にあっては､ この限りでない｡

様式第３号 (第13条関係)

鳥取県立船上山少年自然の家使用料減免申請書

職 氏 名 様

年 月 日

申請者 郵 便 番 号

住 所

団 体 名

代表者氏名 印〇

鳥取県立船上山少年自然の家の使用料を減免してい

ただきたいので､ 次のとおり申請します｡

利用目的

利用期間 年 月 日 時から 年 月 日 時まで

利用目的

利用期間 年 月 日 時から 年 月 日 時まで



附 則

この規則は､ 平成14年４月１日から施行する｡

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則第18号

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県立博物館の管理運営に関する規則 (昭和47年鳥取県教育委員会規則第７号) の一部を次のように改正す

る｡

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号 (以下 ｢追加号｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り､ 同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (追加号を除く｡)

を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

改 正 後 改 正 前

(内部組織及び分掌事務)

第２条 博物館に､ 次の表の左欄に掲げる課を置き､

課の事務を分掌させるため､ それぞれ当該右欄に掲

げる係を置く｡

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

管理課 略

学芸課

(１) 博物館資料 (美術関係の資料を除く｡ 次号

及び第３号において同じ｡) の収集､ 保管及び

展示に関すること｡

(内部組織及び分掌事務)

第２条 博物館に､ 次の表の左欄に掲げる課を置き､

課の事務を分掌させるため､ それぞれ当該右欄に掲

げる係を置く｡

２ 各課の分掌事務は､ 次のとおりとする｡

管理課 略

学芸課

(１) 博物館資料の収集､ 保管及び展示に関する

こと｡

管 理 課 庶務係・設備係

学 芸 課 自然係・人文係

美 術 振 興 課 調査係・美術係

管 理 課 庶務係・設備係

学 芸 課 自然係・美術係・人文係

備考 略 備考 略

利用者

区分

性別

青 年
引率者･

講師等

その他

の者
計

男 人 人 人 人

女 人 人 人

計 人 人 人 人

減免を必要と

す る 理 由

利用者

区分

性別

高等学校

の 生 徒

一 般 人
計

青 年
引率者･

講師等

その他

の者
男 人 人 人 人 人

女 人 人 人 人 人

計 人 人 人 人 人

減免を必要と

す る 理 由



附 則

この規則は､ 平成14年４月１日から施行する｡

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成14年３月29日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 � 江

鳥取県教育委員会規則19号

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則

鳥取県埋蔵文化財センターの管理運営に関する規則 (昭和57年鳥取県教育委員会規則第２号) の一部を次のよ

うに改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日 ��

(２)及び(３) 略

(４) その他博物館の事業に関すること (美術振

興課の所掌に属するものを除く｡)｡

美術振興課

(１) 県立美術館の整備に係る調査に関すること｡

(２) 美術関係の資料の収集､ 保管及び展示に関

すること｡

(３) 美術関係の資料の利用の指導､ 助言及び普

及に関すること｡

(４) 美術関係の資料の調査研究に関すること｡

(５) その他美術関係の博物館の事業に関するこ

と｡

(利用の申込み等)

第10条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 博物館の利用の許可をしたときは､

展示室等を利用する者に対しては様式第２号により

通知し､ 博物館に入館して博物館資料を観覧する者

(通常展示における博物館資料を観覧する場合にあっ

ては､ 学生又は一般人に限る｡) に対しては様式第

３号による入館券を交付するものとする｡

別表 (第６条関係)

１ 略

２ 事務職員をもって充てる職

主事・現業主事

３ 略

(２)及び(３) 略

(４) その他博物館の事業に関すること｡

(利用の申込み等)

第10条 略

２ 略

３ 教育委員会は､ 博物館の利用の許可をしたときは､

展示室等を利用する者に対しては様式第２号により

通知し､ 博物館に入館して博物館資料を観覧する者

に対しては様式第３号による入館券を交付するもの

とする｡

別表 (第６条関係)

１ 略

２ 事務職員をもって充てる職

主事・博物館司書・現業主事

３ 略



附 則

この規則は､ 平成14年４月１日から施行する｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第62号平成14年３月29日 金曜日��

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /www. pref. tottori. jp)
古紙配合率100％再生紙を使用しています

改 正 後 改 正 前

(内部組織及び分掌事務)

第３条 埋蔵文化財センターに､ 総務係､ 企画研究係

及び青谷上寺地遺跡調査係を置く｡

２及び３ 略

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 埋蔵文化財センターの職員の職は､ 所長､ 次長､

係長､ 文化財主事､ 主任及び主事とする｡

(内部組織及び分掌事務)

第３条 埋蔵文化財センターに､ 庶務係及び調査指導

係を置く｡

２及び３ 略

(職員の種類及び職)

第５条 略

２ 埋蔵文化財センターの職員の職は､ 所長､ 次長､

係長､ 文化財主事及び主事とする｡


